
お申込み・詳細は下記までご連絡ください。

支援事業の申請書、パンフレット等はコチラからダウンロードできます。
福井県ホームページ　http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/syoukibo.html

☆子宮頸がん・乳がん検診補助事業について☆

福井県

お問合せ先 住　所 電話番号 FAX

福井健康福祉センター

坂井健康福祉センター

奥越健康福祉センター

丹南健康福祉センター

　〃　武生保健福祉部

二州健康福祉センター

若狭健康福祉センター

健康福祉部健康増進課
がん対策推進グループ

0776-36-3429

0776-73-0609

0779-66-2076

0778-51-0034

0778-22-4135

0770-22-3747

0770-52-1300

0776-20-0351

0776-34-7215

0776-73-0763

0779-65-8410

0778-51-7804

0778-22-5660

0770-24-1205

0770-52-1058

0776-20-0643

Q1　　法人としては常用雇用労働者が100名以上いるが、事業所（支店や営業所など）単位では
　　　 100人未満である場合、他の補助条件を満たしていれば、事業所単位で補助金の申請はで
　　　 きますか？

A1　　事業所単位での申請は可能です。ただし、事業所の常用雇用労働者が100名未満である必
　　　 要があります。（常用雇用労働者の説明およびその他の条件については、見開きの右下を
　　　 ご覧ください。）

Q2　　過去に1度でも子宮頸がん検診または乳がん検診を実施していると補助金を受けることが
　　　 できませんか？

A2　　申請年度を除く過去2年のうちに子宮頸・乳がん検診を事業所負担で実施したことがある
　　　 と補助対象になりません。それ以前にがん検診を実施したことがある事業所ががん検診を
　　　 実施した場合は補助を受けることができます。また、子宮頸または乳がん検診のどちらか
　　　 一方のみを実施していた事業所が、新たに今まで実施していなかったもう一方の検診を実施
　　　 した場合も、その検診については補助対象となります。

Q3　　検診はどのように受ければよいのでしょうか？

A3　　検診バスでの受診や検診機関に出向いての受診など、ご都合のよい受診の方法を検診機関
　　　 とご相談のうえお選びください。なお、補助金の請求時に検診機関からもらう領収書が必
　　 　要になりますので、大切に保管してください。

☆働く女性のための出前講座事業について☆
Q1　　一事業所だけでは受講希望者が10人以上集まりません。組合の会合などでいくつかの事
　　　 業所が集まるときにあわせて、出前講座をお願いすることはできますか？

A1　　可能です。お近くの健康福祉センターまでご相談ください。

福井県

１. がん検診実施にかかる費用が気になるという事業所向け

　▶子宮頸がん・乳がん検診費補助事業
２. 福利厚生として社内セミナー開催を希望する事業所向け

　▶働く女性のための出前講座事業

　日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっています。
　また、がんになる人のうち、3人に1人は働き世代です。そのうち、3人に1人は退職を余儀なく
されています。
　がんは「早期発見・早期治療」により、治る可能性の高い病気です。早期に発見できれば、大
切な従業員も治療を受けながら働き続けることも可能となります。
　福井県では、職場でがん検診を実施している事業所の割合が低く、特に女性のがん検診（子宮
頸がん検診、乳がん検診）を実施している事業所の割合はさらに低くなっています。
　このため、比較的小規模な事業所で働く女性のがん検診受診を推進するため、平成26年度か
ら「小規模事業所レディースがん検診補助事業」を開始しました。ぜひ、ご利用ください。
　※検診実施の日時や方法等については、各事業所から検診機関にご相談ください。

のご案内

小規模
事業所

新たに女性のがん検診を実施
した事業所に、検診ごとに

1人あたり 2,000円
補助します！
（本補助金は事業所ごとの申請となります。
　従業員個人での申請はできません。）

よくあるご質問

福井市西木田2-8-8

あわら市春宮2-21-17

大野市天神町1-1

　江市水落町1-2-25

越前市文京2-13-39

敦賀市開町6-5

小浜市四谷町3-10

福井市大手3-17-1




